
就学相談の進め方・
就学先の学校や学級について

柏崎市教育委員会 学校教育課
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就学相談の進め方

１ 就学相談とは
２ 就学相談の一年間の流れ
３ 諸検査について
４ 調査の内容について
５ 判断結果の通知について
６ 意向確認について
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〇お子さんの力が最も伸びる学びの場と支援方策を、保護
者と一緒に相談していくこと。

〇本人・保護者の意向は最大限尊重される。

〇相談は入学後でも実施可能。

特別支援教育会議
専門員

（小学校・特別支援学校教員）

特別支援教育会議
事務局

（学校教育課など）

お子さん
保護者

園

アドバイザー
医療機関
福祉機関

（元気館など）

学校
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１ 就学相談とは



特別支援教育会議（構成員 ５名）
特別支援学校長、福祉課職員 等

事務局
学校教育課、保育課

 

幼児部会専門員 小・中部会専門員 通級部会専門員

◇特別支援教育会議：
①幼児児童生徒の障害の種類や程度等の判断と、②適切な就学先及び特別な教育的支援に
関する判断の報告、③保護者との合意形成や判断困難な案件について、適切な専門家（アド
バイザー）に意見助言を求め、判断します。

◇アドバイザー：
特別支援教育会議からの求めに応じて、専門的な意見等を述べます。

◇専門員：
保護者との面談に対応したり、幼児児童生徒の様子を見ながら就学の判断や支援方策等の
情報を集めたりします。専門員は、市内の小学校・中学校・特別支援学校の先生、教育委員
会の職員です。

柏崎市特別支援教育会議 組織図
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アドバイザー
医療、福祉、

教育等の関係機関
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２ 就学相談の一年間の流れ
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本人・保護者の意向
を最大限尊重します。



・入学予定の小学校で行います。
（特別支援学校就学の方はご相談ください）
・「内科検診」「歯科検診」「視力検査」「聴力検査」「集団での個別知能検査」
を行います。
・お子さんはグループを作り、各検査室を回ります。
・保護者の方は、入学に向けた準備等の説明、子育て講座などがあります。
・８月下旬から９月上旬くらいに、各学校から案内が郵送されます。
※学校によって、実施方法が異なります。
※個別に配慮が必要なお子さんについては、個別に対応を協議します。

・入学予定の学校で行います。
・お子さんは、教室で先生のお話を聞いたり、在校生や友達とかかわった
りしながら、入学への見通しや意欲をもちます。
・保護者は、教材の販売、４月からの学校生活について説明があります。
・案内は各学校から送付されます。

◎ 就学時健診（１０月）＜移行学級＞

◎ 移行学級（２月）

6



３ 諸検査について

■S-M社会生活能力検査 第３版

・お子さんの日頃の様子から社会生活能力のおおよその発達を捉える検査です。

・保護者や園の先生など、そのお子さんとよく接する人が質問に答える形式です。

・全般的な社会生活能力と「身辺自立」「移動」「作業」「コミュニケーション」などの

６つの領域ごとの情報を得られるようになっています。

・お子さんの全体的な知的発達の水準や、得意なこと・苦手なことが分かります。

・検査実施者とお子さんが１対１で行うもので、所要時間は１時間程度です。

・検査結果をもとに、そのお子さんに合った支援の仕方を把握することが目的です。
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■ＷＩＳＣ-Ⅳ（Ⅴ）

就学相談で実施する諸検査の例
■S-M社会生活能力検査 ■WISC ■WPPSI ■田中ビネー など
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【主訴】
学習面・行動面で何に最も困っているか。

【主な障がい・疾病】
医学的な診断があるか。

発達検査①
【S-M社会生活能力検査第３版】

身辺自立、移動、作業、集団参加、コミュニケーション、自己統制の６
つの観点で、社会生活能力を評価する。

発達検査②【ＷＩＳＣ‐Ⅳ（Ⅴ）等】
一般的な知的水準と各指標得点から認知特性について評価する。

４ 調査の内容について
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【生育歴・相談歴】

各種健診等で発達面の指摘をされていないか、相談機関の利用、療
育の利用があるか。

【性格・行動】

対人関係、コミュニケーション、集団参加、こだわり、身辺自立につい
て、保護者や園からの情報。

【参観】
園訪問時の様子。

【保護者の希望】
どのような学習環境を望んでいるか。

４ 調査の内容について



【就学先判断】
〇通常学級
〇通常学級（通級指導教室）
・言語障害
・難聴
・発達障害
〇特別支援学級
・知的障害
・自閉症・情緒障害
・肢体不自由
・病弱
・弱視
・難聴
〇特別支援学校
・知的障害
・肢体不自由
・病弱
・視覚障害
・聴覚障害

※種別となる障害名は、教育行政上の
区分であり、医学的診断ではありません。 10

５ 判断結果の通知について
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６ 意向確認について

判断通知は決定や医学的診断ではありません。
判断通知は保護者意向決定の際の判断材料の
一つです。就学先決定の際は保護者の意向を最
大限尊重します。

（※意向に沿えないケースもあります。その場合、
合意形成が図られるまで面談を継続します。）
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○通常学級判断でありながら、特別支援
学級または特別支援学校を希望する場合

○特別支援学級判断でありながら、特別
支援学校を希望する場合

就学先決定に際して保護者意向に沿えないケース例

（注）特別支援学級判断でありながら、通常学級を希望する場合は、就学先との面談の
中で合意形成が図られれば、通常学級で就学となることもあります（判断は変わらない）。



学校・学級の紹介

１ 学校・学級の概要
２ 通常の学級
３ 通級による指導
４ 特別支援学級
５ 特別支援学校
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通常学級 特別支援学級 特別支援学校

クラスの人数 ・小１・小２ 32人編制
・小３～小６ 35人編制
・中１～中３ 35人編制
（下限 25人以下の学年もあり）

・１学級８人以下で編制 ・小、中学部は、１学級６
人以下の編制(２つ以上の
障害を合わせ有する場合
は３人以下)

授業形態 ・学級単位の授業が一般的
で、おおむね一斉指導で
ある。

・交流学級(通常学級)での
授業と少人数や個別での授
業を組み合わせている。

・特別支援学級以上に個別
の課題に合わせた指導が
可能である。

授業内容 ・学年に応じた教科書の内
容を中心に指導する。

・学年に応じた教科書や児
童生徒の実態に応じた内
容。

・児童生徒の実態に応じた
学習内容を指導する。

（生活に即した授業内容な
ど）

担当教員 ・小学校は学級担任制、中
学校は教科担任制で、お
おむね学級を一人の教師
が指導する。

・ほとんどは担任一人で対
応する。介助員等が配置
されることがある。

・複数担任制
・特別支援学級に比べて教
員数が多い。

１ 学校・学級の概要
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④特別支援学校

③特別支援学級

②通級による指導

①通常の学級

個別の支援

考え方の一例（イメージです。）

少

多



通常の学級
特別支援学級

発達障害

２ 通常の学級
１校時は、45分間の授業です。

言語障害

難聴

通常の学級では、 すべての子どもにとって、分かりやすい授業
をしようと、授業改善に力を入れています。

通級による指導
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など

自閉症・

情緒障害
知的

障害

肢体

不自由



小学校１年生の時間割
（例）

①毎日５校時まで授業がありま
す。下校時刻は午後２時５０分
です。

③毎日、国語の授業があります。
１日２時間の日もあります。

④給食の時間は、５０分間です。

⑤昼休みは４５分間です。２校
時と３校時の間には２０分間の
休み時間があります。

②給食、昼休みの後に５校時が
あります。
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１ねん１くみ じかんわり ○○小学校

じこく げつ か すい もく きん

８：１５
８：２５

あさどくしょ
ぜんこうちょうかい
じどうちょうかい

あさがくしゅう あさどくしょ あさがくしゅう

８：２５
８：３５

あさのかい・けんこうかんさつ

1
８：３５

９：２０
こくご こくご こくご こくご こくご

2
９：２５

１０：１０
せいかつ さんすう さんすう おんがく さんすう

やすみじかん ２０ふん

3
１０：３０

１１：１５
さんすう たいいく せいかつ たいいく たいいく

4
１１：２０

１２：０５
こくご おんがく こくご こくご どうとく

１２：０５

１２：５０
きゅうしょく

１２：５０

１３：３５
ひるやすみ

１３：３５

１３：５０
せいそう ひるやすみ せいそう フッ化物洗口 せいそう

5
１３：５５

１４：４０
がっきゅう こくご ずこう せいかつ ずこう

１４：４０
１４：５０

かえりのかい



国語
◇1年生で習う漢字の数：80字
※2年生は160字、6年間で習う漢字の総数は1026字です。

◇『どうぶつの赤ちゃん』『おむすび ころりん』『おおきな
かぶ』など比較的長い物語や説明文

算数
「１０までのかず」 「いくつといくつ」 「たしざん」
「ひきざん」「１０より大きいかず」

「かたち」「とけい」

「ながさ・ひろさ・かさくらべ」 など

「4＋5=」「8-5=」に始まり、「4＋8=」「14-8=」と繰り
上がりや繰り下がりの計算へ発展します。

100より大きい数まで習います。

「一」「二」に始まり、「町」「音」といった画数の
多い漢字まで習います。
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通常の学級特別支援学級

発達障害

３ 通級による指導

通級による指導
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など

自閉症・

情緒障害
知的

障害

肢体

不自由

言語障害

難聴

１校時は、45分間の授業です。



○通級による指導とは

小・中学校の通常の学級に在籍していて、言葉や聞こえに困難さを抱えている児童生
徒、学習や行動上に困難さが見られる児童生徒に対して、その困難さの改善や克服
のために、特別の指導を、特別の場（通級指導教室）で行う教育形態です。（自立活
動）

○指導の内容

・ことばの教室：発音や吃音、ことばの発達などについての指導を行います。

・きこえの教室：音やことはの聞き取りや聞き分けなど、聴覚を活用することを重点
に置いた指導を行います。
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・みのり教室：コミュニケーションや集団行動、特定の学習に苦手さがある小中学生を
対象に個別やグループでの指導を行います。

※週１時間の指導、月１時間の指導など、ニーズに応じて設定します。

随時、保護者と面談し、様々な相談に対応します。



柏崎小

4年 5年 6年

1年 2年 3年

Ａ小学校
１年生の通常の学級に
いるＡさん

３年生の通常の学級に
いるＢさん

困っていることに対して、専門的な指導
を受けることができます。

ことば
きこえ

みのり

比角小、田尻小

半田小、槇原小

刈羽小

ことば

・落ち着きがなく、集中して授
業を受けられない。
・友達関係をうまくつくれない。
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・発音は不明瞭だったり、
「ライオン」を「ダイオン」と
言ったりしてしまい、自分の
話が相手に伝わりにくい。

柏崎小、比角小、枇杷島小

西小、荒浜小、田尻小

刈羽小



１年生の通常の学級に
いるAさん

①月曜日の１校時国語の時間に、
柏崎小の「ことばの教室」へ行き、
指導を受けます。

②「ことばの教室」での指導が終
わったら、在籍小学校へ戻って
きて、いつも通りに２校時目の授
業から受けます。

例えば・・・
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１ねん１くみ じかんわり ○○小学校

じこく げつ か すい もく きん

８：１５
８：２５

あさどくしょ
ぜんこうちょうかい
じどうちょうかい

あさがくしゅう あさどくしょ あさがくしゅう

８：２５
８：３５

あさのかい・けんこうかんさつ

1
８：３５

９：２０
こくご こくご こくご こくご こくご

2
９：２５

１０：１０
せいかつ さんすう さんすう おんがく さんすう

やすみじかん ２０ふん

3
１０：３０

１１：１５
さんすう たいいく せいかつ たいいく たいいく

4
１１：２０

１２：０５
こくご おんがく こくご こくご どうとく

１２：０５

１２：５０
きゅうしょく

１２：５０

１３：３５
ひるやすみ

１３：３５

１３：５０
せいそう ひるやすみ せいそう フッ化物洗口 せいそう

5
１３：５５

１４：４０
がっきゅう こくご ずこう せいかつ ずこう

１４：４０
１４：５０

かえりのかい

・発音は不明瞭だったり、
「ライオン」を「ダイオン」と
言ったりしてしまい、自分の
話が相手に伝わりにくい。
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※ 言語障害・難聴通級指導教室の指導範囲

言語障害通級指導教室

難聴通級指導教室

設置校名 他校通級対象校 巡回指導校
柏崎小（２教室） ・大洲小 ・西小

・新道小
・枇杷島小

比角小 なし なし

半田小 なし なし

田尻小 ・北鯖石小 ・北条小

・鯖石小
なし

槇原小 ・桜通小 ・荒浜小 なし

刈羽村立刈羽小 ・二田小 ・内郷小 なし

設置校名 他校通級対象校
・市内小中学校、刈羽村立刈羽小中学校が対象柏崎小

他校通級…保護者の送迎をお願いしています。
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発達障害通級指導教室

※ 発達障害通級指導教室の指導範囲

設置校名 他校通級対象校 巡回指導校

柏崎小 大洲小 なし

比角小 北鯖石小 なし

枇杷島小 なし 新道小

西小 なし なし

荒浜小 桜通小 槇原小

田尻小 鯖石小・北条小 半田小

第一中 瑞穂中・松浜中 なし

第三中 なし 第二中

鏡が沖中 南中 なし

東中 第五中・北条中 なし

刈羽村立刈羽小 二田小・内郷小・西山中 刈羽村立刈羽中
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←小学校
みのり教室

→小学校
ことばの教室
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以下７種類の学級があります。

・特別支援学級（知的障害）
・特別支援学級（自閉症・情緒障害）
・特別支援学級（肢体不自由）
・特別支援学級（病弱）
・特別支援学級（弱視）
・特別支援学級（難聴）
・特別支援学級（言語障害）（新潟県では設置なし）

※ 種別となる障害名は、教育行政上の区分であり、医
学的診断ではありません。

※ 原則として週の半分以上の授業を特別支援学級で行
います。

※ 自立活動の時間があります。

４ 特別支援学級
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特別支援学級

発達障害

言語障害

難聴

通級による指導

特別支援学級では、個々の実態に応じた学習
や障害による学習上や生活上の困難を改善・
克服する学習などが行われています。

発達段階や特性に応じた個別の指
導や少人数での指導を行っています。

通常の学級

など

自閉症・

情緒障害
知的

障害

肢体

不自由
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学番 学校名 知的障害 自閉症・情緒 肢体不自由 病弱 弱視 難聴

1 柏崎小 ○ ○ 〇

2 比角小 ○ ○

3 枇杷島小 ○ ○ ○

4 半田小 ○ ○ ○ ○

5 大洲小 ○

6 西小 ○ ○

７ 槇原小 ○ ○

８ 桜通小 〇 ○

９ 荒浜小 ○ ○

10 新道小 ○ ○ ○

11 田尻小 ○ ○

12 北鯖石小 〇 〇

13 鯖石小 ○ 〇

14 北条小 ○ ○

15 二田小 ○ ○

16 内郷小 ○ 〇

令和８(2026)年度 特別支援学級設置＜小学校＞ 202６.４.1現在

※ 在籍する児童によって変わります。
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学番 学校名 知的障害 自閉症情緒 肢体不自由 病弱 弱視 難聴

1 第一中 ○ ○ 〇

2 第二中 ○ ○

3 第三中 ○ ○

4 鏡が沖中 ○ ○

5 瑞穂中 〇 ○

6 松浜中 ○

7 南中 〇

8 東中 ○ ○

9 第五中 〇

10 北条中 ○ 〇

11 西山中 ○ ○

令和８(2026)年度 特別支援学級設置＜中学校＞ 2026.４.1現在

※在籍する生徒によって変わります。



特別支援学級

発達障害

言語障害

難聴

通級による指導

在籍児童の実態
に応じて、担任も
しくは、介助員と
一緒に授業を受け
ることがあります。

「交流及び共同学習」は、児童生徒が他の学校、あるいは学級の
児童生徒と理解し合うための貴重な機会です。同じ社会に生きる人
間として、互いを正しく理解し、共に助け合い、考え合って生きていく
ことの大切さを学ぶ場です。楽しく過ごすだけではありません。

交流及び共同学習による授業形態です。「音楽」
「体育」「図画工作」などの教科を交流学級で受
けることが多いです。

30

通常の学級

など

自閉症・

情緒障害

知的

障害

肢体

不自由



特別支援学級での指導（例）

－特性に応じた指導
・弱視の児童生徒に、拡大教科書を使用し、その子の能力に応じた学習内容
で学習を進めます。
・話を聞いて理解することが苦手な児童生徒に、視覚支援（絵カード)を用いて
分かりやすいように学習を進めます。

－当該学年の内容を少し下げた内容での指導
・例えば、小学4年生でも、小学2年生の内容を学習できます。
小学4年では「3桁×2桁の筆算」をやりますが、「九九の学習を全て身につける」
ことを、その子の学習内容として進めます。

－学習につながる基礎的な内容での指導
・平仮名の学習へつなげるために、「なぞりの学習」を「国語」として学習します。
・数量の学習へつなげるために、「数字の１と黒丸●を一致させる学習」を
「算数」として学習します。
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－生活に必要な知識や技能を取り上げた指導
・例えば、買い物、公共施設や交通機関の利用など、体験的な活動を通して
学びます。
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特別支援学級での自立活動の指導

－「自立活動」
・自立活動の指導は、個々の子どもが自立を目指し、障害による学習又は
生活上の困難を主体的に改善・克服しようとする取組を促す教育活動です。
※ 教科の学習だけではありません。

自立活動の内容

・ 健康の保持 ・ 心理的な安定
・ 人間関係の形成 ・ 環境の把握
・ 身体の動き  ・ コミュニケーション
個々の子どもの実態に応じて必要な内容を設定して指導します。

＜自立活動の時間の指導例＞
・ 小集団でルールを守ることや負けたときの対応方法などを身につ
けるために簡単なゲーム等を行う。
・ 具体的な場面を設定して、どのように話をするかを考え、練習する。



特別支援学級の時間割
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１ねん１くみ じかんわり ○○小学校
じこく げつ か すい もく きん
８：１５
８：２５

あさどくしょ
ぜんこうちょうかい
じどうちょうかい

あさがくしゅう あさどくしょ あさがくしゅう

８：２５
８：３５ あさのかい・けんこうかんさつ

1
８：３５

９：２０
こくご さんすう さんすう こくご こくご

2
９：２５

１０：１０
ずこう こくご こくご ずこう たいいく

やすみじかん ２０ふん

3
１０：３０

１１：１５
せいたん たいいく たいいく せいかつおんがく

4
１１：２０

１２：０５
さんすう がっきゅう せいかつ さんすう こくご

１２：０５

１２：５０
きゅうしょく

１２：５０

１３：３５
ひるやすみ

１３：３５

１３：５０
せいそう

ひる
やすみ

せいそ
う

フッ化物
洗口

せいそう

5
１３：５５

１４：４０
こくご どうとく

おんが
く

じりつ せいかつ

１４：４０
１４：５０ かえりのかい

・実態に応じて、特別支援学級
で授業を受けたり、交流学級
で授業を受けたりします。

・「自立活動」の時間があります。

・「生活単元学習」の時間がある
学級もあります。

※ 生活単元学習は、児童生徒
が生活上の目標を達成したり
 課題を解決したりするために
 一連の活動を組織的に経験

   することによって、自立的な生  

活に必要な事柄を実際的・総
合的に学習する指導の形態
 です。



５ 柏崎市内の県立特別支援学校

柏崎特別支援学校 はまなす特別支援学校

☆対象とする障害の程度

一 慢性の呼吸器疾患、腎臓
疾患及び神経疾患、悪性新生
物その他の疾患の状態が、継
続して、医療又は生活規制を
必要とする程度のもの

二 身体虚弱の状態が継続し
て生活規制を必要とする程度
のもの

☆対象とする障害の程度

一 知的発達の遅滞があり、
他人との意思疎通が困難で日
常生活を営むのに頻繁に援助
を必要とする程度のもの

二 知的発達の遅滞の程度が
前号に掲げる程度に達しないも
ののうち社会生活への適応が
著しく困難なもの
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「学校教育法施行令第２２条に３」より抜粋



柏崎特別支援学校
柏崎特別支援学校の画像

柏崎特別支援学校
ホームページより
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柏崎特別支援学校
柏崎特別支援学校

ホームページより



校時表

８：３０～ ８：４０ 登 校 １２：２５～１３：１０ 第４校時

８：４０～ ８：５０ 学級活動 １３：２０～１４：０５ 第５校時

８：５０～ ９：３５ 第１校時 １４：１５～１５：００ 第６校時

９：４５～１０：３０ 第２校時 清掃、学級活動、下校

１０：４０～１１：２５ 第３校時

１１：２５～１２：２５ 昼休み

※入院している児童生徒は、病棟へ戻り、昼食・  休養となります。病棟から再び登校して
午後の授業を受けます。自宅から通学している児童生徒は、学校で昼食・休憩を取ります。
（給食は実施されていません。）午後の授業への移動準備を行います
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柏崎特別支援学校

柏崎特別支援学校
ホームページより



はまなす特別支援学校

はまなす特別支援学校
ホームページより
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当校は、知的障害および知的障害の他に他の障
害を併せ持つ児童・生徒を対象とした特別支援
学校で小学部・中学部・高等部の3つの学部が
あります。
各学部は、児童生徒の実態に応じてコース別で
の教育課程を編成し、学習を行っています。

所在地：柏崎市松波４－１０－１



Ａコースの時間割（例）

教科や各教科等を合わせた指導
の学習を行う児童・生徒
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小学部Aコース 日課表（1～2年生）

曜日
時間 月 火 水 木 金

8：50
9：00

登校・始業準備

1

9:05

9:50

日常生活の指導
（持ち物整理、着替え、排便、朝の会など）

2

9:50
10：1０

国語／算数／自立活動

10：15
10：40

体育＜ランニング＞

3
10：50

11：35

生活単元
学習
／遊びの 

   指導

音楽 音楽 図工
生活単元
学習

4
11：40

12：25

日常生活の指導
（清掃、着替え、帰りの会）

１２：２５
１３：１５

昼休み

5

13：20

13：50
14：05

日常生活
の指導 生活単元

学習
生活単元
学習

体育

日常生活
の指導

１３：５０
下校

１３：５０
下校

6

14：05

14：50

日常生活の指導
（清掃、着替え、帰りの会など）

下校

はまなす特別支援学校

はまなす特別支援学校
ホームページより



Ｂコースの時間割（例）

自立活動を中心とした学習を行う

児童・生徒
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小学部Bコース 日課表

曜日
時間

月 火 水 木 金

8：40
8：50

登校・健康観察

1
8:５０

9:３５

自

立

活

動

排泄・身支度・朝の会

2
9:４0

10：２５

個別の学習
＊体育館ウォーキング（９：５５～１０：１５）

3
10：３５

11：２０

お話
／造形 ふれる

つくる
からだ 音楽遊び からだ

4
11：２５

12：４5
排泄 給食準備 給食

１２：４５
１３：３０

昼休み

5
13：３５

1４：２0
個別の学習

6
14：２０

14：50
排泄 身支度 下校準備 帰りの会

14:50
下校

＊ 小１３：５０（月・金）

はまなす特別支援学校

はまなす特別支援学校
ホームページより
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※ 特別支援学校への就学を考えている場合

はまなす特別支援学校の場合

４月中旬
・ 各保育園・幼稚園宛に
学校見学・教育相談の案内

・ 保育園・幼稚園をとおして
申し込む

６月下旬の１週間の中で、
希望する日に学校見学・相談
が可能

このほかにも、随時受付をして
いるので、在籍園などをとおし
て申し込みをすることができる

〇入学の前には、授業
  体験を実施

〇登下校の送迎につい
ての確認
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就学相談の申し込み/事務手続き（令和８(2026)年度）

オンライン申込

令和８(2026)年度の場合
＜締切＞
１次 ５月 １日（金） 
２次 ７月10日（金）
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柏崎市教育委員会 学校教育課
ー就学相談 事務局ー

市役所の２階です
事務手続きには、20分～30分程度かかります。
過去の検査結果や障害者手帳があればご持参ください。
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